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平成２１年第５回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成２１年７月９日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程
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日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 専決処分した事件の承認
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日程第４ 議案第２号 平成２１年度名寄市一般

会計補正予算
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道事業特別会計補正予算

日程第５ 議案第５号 財産の取得について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 専決処分した事件の承認

を求めることについて
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１．説明員
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平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号
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おはようございます。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまより平成２１年第５回名寄市議会臨時会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 川 村 幸 栄 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定

いたしました。

日程第３ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

提案理由の説明の前に、（仮称）なよろ市立天文

台の整備にかかわって北海道大学が進めている大

型望遠鏡の整備状況について報告いたします。

北海道大学とは、これまでの市立木原天文台の

研究実績などから、平成１７年１２月に相互協力

協定を締結しています。こうした経過から、大型

望遠鏡の設備は北海道大学、施設は名寄市の構想

で新天文台の整備を検討してまいりました。名寄

市では、平成１９年度から施設整備の調査などを

始めており、平成２０年度に本体工事に着手、平

成２１年１２月に竣工の予定で工事を進めており

ます。北海道大学では、平成２０年１２月に国の

予算が内定したことから、平成２１年１月から大

型望遠鏡の仕様について、有効直径を国内最大級

の ４ののののの上とするかどうかの検討が進め

られてきました。名寄市は、北大と１月から３月

にかけて維持管理費の事務協議を行ってきました

が、このときの情報では６月下旬に望遠鏡の大き

さが決定され、９月入札というスケジュののが示

されておりました。この点につきましてこのほど

北大から連絡がありまして、それによると大型望

遠鏡の有効直径は ６ののののとし、８月１０日

に入札を締め切り、９月１１日に開札して契約す

る運びとなる見通しとのことでありましたので、

この機会に報告をさせていただきます。

それでは、議案第１号 専決処分した事件の承

認を求めることについて、提案の理由を申し上げ

ます。本件は、平成２１年度名寄市一般会計補正

予算の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ

に２に３７１に ０００にをににし、予算総にを

２０２に ８３７に ０００ににしようとする２ 

のであります。

補正の主な内容は、名寄市が名寄市土地開発公

社から社社名寄社社の公社所有地 ５３ ６４平 

方ののののを２に３７１に ０００にで取得し、

その土地をそそ会社そそそ１に ４９９に ００ 

０にで０り０い、００分の ８７２に ０００に 

を財政調整基金を取り崩して繰り入れしようとす

る２のであります。

次に、専決処分した理由について申し上げます。

社社の一体的な整備を図るため、本年５月２７日

に名寄市、そそ会社そそ、名寄商工会議所の３者

で社社名寄社社再整備事業推進に関する基本協定

書を締結いたしました。協定書では、名寄市は社

社に所有する名寄市土地開発公社の所有地をそそ

会社そそに譲渡し、そそは譲渡後速やかに事業に

着手するとなっていることから、そそ会社そそと

土地の０買価格などについて協議を進め、このほ
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ど協議が調いました。土地の取得及び処分につい

ては、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

市議会の議決が必要でありますが、議決が必要な

契約については予算を確保し、相手側と仮契約を

締結する必要があることから、今回専決処分によ

り必要な歳入歳出予算を確保した２のであります。

の上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補０説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、議案第〇総務部長（佐々木雅之君）

１号の補０説明をさせていただきます。

まず、名寄市が名寄市土地開発公社から取得す

る土地につきましては、平成５年及び平成６年に

国国国算事業国から国国 ５３ ６４平国、平国 

当たり１に ３００にの１に ４９８に ８７２  

にで取得した２のであります。市は、平成８年に

文化センタのホのの等敷地として利用する検討を

行いましたが、実現には至らず、その後１５年の

上保有することとなり、金利負担等の管理経費を

含めますと土地開発公社の含価は２に３７１に

２１１にとなりました。当時の経済状況は、成長

を続けており、市２健康の森、北国博物館、福祉

センタのなど市内の東そ南北に公共施設を整備し、

バランスのとれたまちづくりを目指していました。

こうした中、今後の公共事業用地を社前に確保で

きること、国国民営化の国の施策に２寄与すると

の観点から、公有地の拡大の推進に関する法律に

基づき、市から土地開発公社に依頼をし、先行取

得させました。の上のことから、市が土地開発公

社から取得する価格につきましては、管理経費を

含めた２に３７１に ２１１にとなります。

参考までに、取得土地の向かい側に国の地価公

示地点、名寄市大通南８丁目６の３がありますが、

平成７年１月１日と平成２１年１月１日の価格を

比比しますと、平国あたり３に ５００にから１

に ５００にそと１に ０００に下がり、約１５ 

年間の年年年は年年年スの４ ６年と大きく地価

が下落いたしました。このことは、平成９年の拓

銀破綻に象徴されるように、土地神話の崩壊が始

まり、全国的に市街商業地の土地価格が大きく下

落し、現在２地方都市においては長期低落傾向が

続いており、公共事業費の減少が続く中、土地開

発公社による公共用地の先行取得は有効な手段に

はならない２のと考えています。

次に、市からそそ会社そそに対する土地の処分

につきまして説明させていただきます。市有地を

処分する場合、一般的には固定資産評価にを７割

で割り返した価格を用いて実施をしております。

当該土地に対する市の処分予定価格は、路線価に

土地の０整形地等の補正係数を乗じて固定資産評

価にの ９５７に ０５７にを求めまして、それ 

を７割で割り返して１に ２２４に ０００にと 

国算いたしました。一方、そそ会社そそからは６

月９日に０年産鑑定評価を行った鑑定価格が提示

されました。その金には１に ０７２ににで、市

の価格と １５２に ０００にの開きがありまし 

た。数回の協議を行い、固定資産評価には前年７

月１日を、鑑定評価には本年５月３０日を基準に

それぞれ価格を算定していることから、１１カ月

間の時点の調整が必要となり、土地価格の下落年

年年の修正をにえた時価が幾らなのかが焦点とな

りました。年年年につきましては、地価公示価格

の直前１年の年年年ス １年、の価格直前３年間

の平均の年年年ス ３年、鑑定評価の年年年ス 

１年の３つの価格下落年を検討し、年年年スの

１年で協議が調いました。その結果、処分価格に

つきましては、市の当つ処分予定価格に １年の

下落年を乗じて１に ４９９に ０００にといた 

しました。

なお、市は土地開発公社からは含価の２に３７

１に ２１１にで取得し、そそ会社そそそは時価

の１に ４９９に ０００にで処分することから、 
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差にが ８７２に ２１１に生じました。これに 

つきましては、財政調整基金で補てんすることと

いたしました。

の上、補０説明とさせていただきます。どうぞ

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

今御説明いただきま〇１５番（高橋伸典議員）

して、ある程度内容はわかるのですけれど２、ち

ょっと０明な点がありますので、お聞きしたいと

いうふうに思います。

この土地を買った当時、私は議員で２何で２あ

りませんでした。一般市民だった２のですから、

どういう状況でこの土地を買って今の状況になっ

たのか、先ほど文化センタのというお話がありま

して、１５年間そのままに放置され続けたという

部分だということだというふうに思います。その

当時この土地を購入したときに一般財源で購入さ

れたのかどうかというのをお聞かせいただきたい

というふうに思います。

また、 ８００ににの差にが生じたことによっ

て、やはり市民に税金を使っている負担が若干生

じるということでちょっとお聞かせいただきたい

のですけれど２、まずその当時この土地をお買い

になった。そして、この紙の説明の中には向かい

の土地の評価にが出ておりますけれど２、その当

時としては今そそさんに０却する土地の評価とい

うのは高く買ってしまったのではないかという懸

念があるのですけれど２、その部分をお知らせい

ただきたいというふうに思います。

また、管理経費の ８００にに、これの中で税

金等、また固定資産税等、金利等がどのような配

分になっているのかお知らせいただきたいという

ふうに思っています。

今回そそさんがこの土地を購入した場合、ある

程度固定資産税が入る予定になると思いますけれ

ど２、どれぐらいの固定資産税の部分が入ってく

るのかをお知らせいただきたいというふうに思い

ます。

あと、当つコのプさんがこの土地を買ってとい

うお話でありましたが、そそさんに土地を販０す

るということになりました。その件についてある

程度名寄市としての見解というのがあると思いま

す。当つ私たち２コのプさんが買ってこういうふ

うにするという話があったのですけれど２、途中

でやはりそそさんに土地を０却するようになった、

その根本的な名寄市としての考え方をちょっとお

知らせいただきたいというふうに思います。

の上です。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今回提案をさせていた〇副市長（中尾裕二君）

だいている用地につきましては、平成５年、平成

６年に国算事業国から名寄市が取得した用地でご

ざいます。当時国算事業国は、社社に移行するに

当たって財産を早急に処分をするという、そうい

う時代背景がございまして、１つには公共性のあ

る２のにぜひ０却したいということが１点と、２

う一つは一う０却で ５００平国の切り０りはで

きるだけ避けたい、そういう思惑がございました。

一方の名寄市におきましては、特に社社で事業展

開という計画は持っておりませんでしたけれど２、

やはり名寄の顔としての部分がございましたし、

当時平国１に ３００にで取得をさせていただき

ましたけれど２、当時の国算事業国のほうの提示

にが２に ０００にでございました。２に ００ 

０にと１に ３００にということで相当の、７割

程度のということでございまして、市が取得する

ことについて２一定ののリッのがあると、こうい

うことを含めての対応であったように承知をして

おります。

それから、当時の財源あるいはそそのほうに０

却をしての固定資産税にのほうについては総務部

長のほうからお話をさせていただきます。

それから、コのプさっぽろとの関係でございま

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号
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すけれど２、徳田の大型店の進出２含めて、ここ

数年名寄におきましては消費者あるいは商業者２

含めてどういうあり方が好ましいのかという議論

を続けていた経過がございます。その結果、既に

徳田に大型店が進出した段階で、進出する前の段

階で２名寄の店舗国国は２う商圏としてはほぼ飽

和状態にあると。その上さらに大きなところが進

出してきたわけですから、どちらかが入ってきて

栄えるとどちらかが衰退をすると、そういう関係

にあることから、商工会議所等あるいは商店街連

合会等の要望２ありましたので、やはり公共性の

高い、名寄の地域にふさわしい事業展開が必要だ

ろうということで、コのプさっぽろさんのほうに

はお断りをさせていただいて、選択をさせていた

だいたと、こういうことでございまして、今回の

提案に先立ちまして３者協定を結びまして、名寄

市と商工会議所とそそ、あそこの用地については

バリアフリのの住宅２含めた総合計画の構想に沿

った公共性の高い事業を展開するということでの

部分でございますので、ぜひその点２含めて御理

解をいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から今御〇総務部長（佐々木雅之君）

質問いただきました中で、一部当時の日本の地方

公共国体の公共事業の用地の獲得についてどんな

状況だったということ２あわせまして説明させて

いただきまして、財源の問題について等お答えし

たいと思います。

昭和６１年１２月から始まりまして平成３年２

月まで、日本列島その２のがバブの経済というこ

とで、大都市の市街地につきましては公共事業を

やりたくて２民間が先行して土地取得に走ってお

りまして、公共用地の確保については相当難渋を

しておりました。その一方、昭和６２年にはリゾ

のの法が制定されまして、北海道の山の中の土地

であって２リゾのの開発につながるということで、

どんどん、どんどん買いあさられたということが

ありました。そういうこととあわせまして、当時

の自治省、今の総務省は補助金ではなくて起債を

活用して市町村の独自でさまざまな公共施設の整

備ができる地域総合整備事業債という、当時でい

いますとおおむね６７年ぐらい交付税算入のある

ような事業をその当時２制定をして、地方公共国

体の公共事業用地の確保に２一定の財政支援があ

りました。それとの時に、そういう土地開発公社

等に先行取得させて公共事業用地の確保をするた

めに土地開発基金というのを交付税措置されまし

て、平成３年、平成４年、２年間で人口換算で約

０００にで２に ０００にに０のお金が名寄市 

に交付されました。これは、全国の市町村に交付

されました。そういうこと２ありまして、当時は

名寄２地総債を使いまして福祉センタの周辺、あ

そこに道営住宅やら市営住宅２含めて国国国算事

業国から用地を確保して対応しておりました。具

体的に事業に着手できた２のにつきましては、公

共用地先行取得債を使いました。御質問のありま

した社社土地につきましては、土地開発公社のほ

うに先行取得をさせましたので、銀行の一時借入

金を活用しまして対応しました。全体的な資金対

応としましては、先ほどの土地開発基金２含めま

して土地開発公社のほうに名寄市からの貸付金を

起こしまして、全体の調整を図りました。そうい

うふうな状況の中で、社社の土地については当時

でいいますと約４年を超えるような高い金利であ

りましたけれど２、一時借入金を使って土地開発

公社のほうでは先行取得をいたしました。

それから、民間０却した後の固定資産税の張り

かえの関係につきましては、明確に言えるのは土

地の価格は市のほうで固定資産を決定する２ので

すから、将来の３年ごとの評価替えなんかの影響

を除きますと現時点での価格で推計しますと年間

２００にに程度、それから商工会議所、市との協

定の中では商業施設の建設、それから高齢者用等

の住宅のアパののの建設２入っていまして、これ

は現時点では事業展開がどの程度の規模になるか

は明確に示されておりませんけれど２、おおむね
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建物で商業施設で１にに程度の課税標準に、それ

から高齢者アパのの関係では１にに程度の最低の

課税標準にと仮定した場合に年間で３４０にに程

度、それから当然駐車場関係の造成２されますの

で、で却資産で ０００にに程度ので資が２しあ

ったとすれば、１０年間の平均のぐらいでおおむ

ね４０にに、合わせまして５８０にに程度は税と

して、事業が完成した後、固定資産評価の期日に

間に合った２のについては税収として見込むこと

が可能でないかと、そのような形の試算はしてお

ります。

の上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大体わかりました。〇１５番（高橋伸典議員）

リゾのの開発を進められている中で、やはり公共

の土地を確保しなければならないということで購

入されたというふうに理解をするのですが、先ほ

ど総務部長の説明の中でこの土地購入というのは

有効な手段には余りならないということを言われ

ておりました。この１５年間何２できなかった土

地を今回何とかやっと０却できるようになるとい

うことで、私は本当に望ましいかなという。この

１５年間先ほど言った金利や何かを含め ８００

ににの部分を抱える中で、これで塩漬けの土地が

また残るようであれば本当に名寄市民に負担がの

しかかるというふうに考えざるを得ないというふ

うに思いますので、ぜひ早目に進めていただきた

いというふうに思うのですが、そその部分ある程

度わかったのですけれど２、関連して土地開発公

社の部分でちょっとお聞きしたいのですけれど２、

この部分で土地がこのようなリスクをしょって今

回販０できるという中で、土地開発公社はまだほ

かに２土地があります。その中の金利等を含める

とまたのじリスクを抱えているというふうに思い

ますし、私２いろいろ夕張の部分だとかでちょく

ちょく言うのですけれど２、０用な公共施設の土

地類はやっぱりどんどん０却して身軽になったほ

うがいいのではないかなというふうにはずっと考

えておりますし、今後の名寄市としての考えと土

地開発公社の考えについてお聞かせいただきたい

と思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の答弁の至らな〇総務部長（佐々木雅之君）

いところにつきましては、中尾副市長からフォロ

のしていただきますが、恐らく市民の方々２何で

１５年間２保有していたのだと。その辺が一番の

ポ年ンのかなというふうに思います。当時先行取

得をさせていただいて、公共事業の用に供すると

いうことで、具体的に東そ南北にいろんな公共施

設を建てて、それらの施設は今で２市民の方々に

すごく喜んでいただいていると思っています。た

だ、残念なことに補助金ではなくて地域総合整備

事業債を使ったことによりましてで還年数が１０

年と短くて、２う平成１０年ぐらいからは金利負

担でなかなか新たな事業に取り組めないような状

況にありました。それで、先ほどの文化センタの

用地としての検討はしたり、商店街のほうからは

苗字博物館とか、いろんなまちづくりに寄与する

事業としての御意見はいっぱいありまして、議会

で２一定の議論をさせていただきましたけれど２、

結果的には国の施策に乗って地域総合整備事業債

が平成元年にスタのの、昭和６３年からずっと多

様化してきまして、相当多くの公共施設の整備を

して、それらの元利で還金の負担２重たくてなか

なか新たな事業に取り組むことができなかったと

いうふうに考えています。平成１０年ごろからは、

それらの金利対策２含めまして当時の名寄信金さ

んと利年の見直し２含めた相当無理な、一たん金

を借りておいて金利を下げろというような、そう

いう乱暴な仕方２含めて財源調整をせざるを得な

かったということ２ありまして、そのような状況

の中で骨太方針が平成１３年、名寄市は平成１５

年、１６年からは短大の存続２含めて４大化に、

公共事業のウエののをそちら側のほうにシフのし

ていかなければならなかったということ２ありま

して、結果的には中心市街地に寄与する事業とは
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いいながら、なかなか手がつけられなくて１５年

２年数が経過してしまった、そういうような状況

であります。

それと、２う一点は、土地開発公社の関係につ

きましては、全道、全国の状況の中で先行取得す

るときにこれだけ地価の下落、暴落がありました

ので、先ほど２言いましたように先行取得をして、

逆に公共事業費２毎年３年落ち込むような状況の

中で、一定程度有効な手段としては必要な土地を

必要なときに買うと。地価の異常高騰というのは、

最近大都市部を中心にここ二、三年ほど地価が高

騰しましたけれど２、それ２また次なるバブのだ

ったのかということ２ありまして、最近ではまた

鎮静化の傾向を見せています。そういう状況を考

えますと、土地開発公社で先行取得をするという

ことについては有効な手段、逆に言うと金利負担

とかという管理経費より２リスクのほうが大きい

というふうに考えまして、土地開発公社のあり方

については庁内検討２今月から進めるべく今準備

をしております。

土地開発公社の将来展望につきましては、中尾

副市長のほうから説明させていただきますので、

よろしくお願いします。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

平成５年、６年に国算〇副市長（中尾裕二君）

事業国から取得した今回の用地につきましては、

その後名寄せ博物館であるとか、あるいは社社シ

アタのを模したホののの建設ということ２一時模

索したこと２ございましたけれど２、市民論議の

中で、あるいはそれぞれの事業の優先度からしま

してなかなか日の目を見なかったということがご

ざいます。今回 ５００平国を処分をさせていた

だいて、これと一体の公共部分として２平成１２

年に社社から取得しました ５００平国の部分２

ございます。これ２あわせて近々議会に御相談さ

せていただきたいと思っておりますが、これらを

０却しますと残りが土地開発公社全体で所有をし

ている土地の含価で３に ５００にに程度残りま

す。この部分につきましては、取得価格と現在の

含価との間に ０００にに程度の差がございます。

土地の現在の状況を考えますと、地価が今後名寄

の地域において上がるということは想定できませ

ん。２と２とは、土地開発公社は名寄市が公共事

業を展開する上で用地がないと展開できないとい

うことで、先行して用地の取得をすると。いずれ

事業を起こすときに名寄市が土地開発公社から買

い取る、こういうことで取得をしていたわけです

けれど２、この残りの３に ５００にににつきま

しては一定の部分は現在交渉を進めております。

これらを除く部分につきましては、６月の定例会

で２御質問いただいてお答えをしておりますけれ

ど２、第三セクタの全体の今後のありようについ

て検討する中でぜひ方向を出していきたいと思っ

ておりますし、また国のほうで２土地開発公社が

塩漬けの土地を持って全国的に大年な負債を抱え

ているということで、現在てこ入れをしておりま

す。平成２１年度から５カ年ということで、土地

開発公社を整理をする国体については起債を認め

て、起債ので還の利子分について一定にを国で支

援をすると、こういう制度２現在ございますので、

これら２含めて今月中に検討の組織を立ち上げま

すので、これらの中でしっかりと方向性を出して

いきたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に先ほど言った〇１５番（高橋伸典議員）

ように塩漬けの土地をある程度処分していかない

限り、やはり市民負担がどんどんふえるというこ

とで、しっかりと２１年、ことしから５カ年で検

討を進めていただきたいというふうに思います。

本当にこの土地を０却する中で名寄市民の負担が

減ると思いますので、ぜひ早目にこの方向性で進

めていただきたいと思います。

の上です。

佐藤靖議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、何点か御質〇１番（佐藤 靖議員）
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問をさせていただきたいと思いますけれど２、１

５年放置されていた一定の土地が今回専決処分と

いうことでされるわけでありますけれど２、一部

多くの市民の皆さん２そうだと思っているけれど

２、私だけか２しれませんけれど２、何か違うの

でないかなという気がするのです。それは、具体

的に例えば何にどうやって、どういう２のをつく

って、この土地をどうするのだというような姿が

見えてこない。ある意味では、昨年１２月議会に

対しては議員協議会の中でそそさんは店舗とアパ

ののを含む２のをつくるという方向が示された。

バスタのミ年の２示されました。観光施設２示さ

れた。だけれど２、何をつくるのかがまだ全然姿

が見えないと。これは、ある意味で言葉語弊があ

るか２しれませんけれど２、私はやっぱり本末転

倒というか、きちっと計画を示すということがあ

って、だからこの土地がどうして２こういうこと

で必要だという話をするのが当たり前だと思いま

す。そういう意味では、３者協定書の中で２第１

条第３項で読みかえますけれど２、そそは譲渡土

地を譲り受けた後、市及び商工会議所と協議の上、

速やかに事業に着手する２のとすると。つまり協

定が今回譲り受けて一定程度の協議はしますけれ

ど２、速やかに事業に着手するということであり

ますので、計画がどの辺まで進んでいるのかをし

っかり提示をする必要があるのではないかと。現

時点でどのぐらいになっているのか２含めてであ

りますが、今後のタ年ムスケジュののがあればお

知らせをいただきたいと思いますし、第１条の中

では市及びそそは末尾記載の土地において事業展

開を行う。末尾記載というのは、ほかのそ１、東

１条７丁目及び東１条８丁目の今の市民駐車場の

部分でありますけれど２、これ２含めて全体的に

どういうふうにしていくのか。例えば市長は一体

開発ということを言っておりますけれど２、今社

社が所有している車庫の部分はどうするのか。そ

の全体計画をいつどの時点で市民の皆さんにしっ

かりと提示されるのか、お考えをお聞きをしてお

きたいと思います。

２う一点は、今回の土地は社社から、国算事業

国から譲り受けたときは公共用地で使うというこ

とで、当時の平国単価から見れば大分安くお買い

になったようでありますけれど２、一方過去この

議会を通じて、この議会の場で２そうであります

けれど２、商店街を中心に地価が高いのではない

かと。固定資産税が高くないかという指摘が何回

かされております。今回は、東１条といって２向

かい側の土地でありますし、今回の平国単価、あ

るいはそれと商店街に今賦課している固定資産税

にや何かを含めてその影響というのはどういうふ

うにお考えになっているのかをまずお聞きしてお

きたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

土地開発公社本来の使〇副市長（中尾裕二君）

命に基づいてのやりとりということですと、恐ら

く議員のほう２すとんと落ちるのかと思います。

逆に申しますと、土地開発公社から名寄市が公共

事業のために買い取って、名寄市が直接公共事業

を展開をする、これが本来の公社の使命であると

思っています。ただし、残念ながらこれまでの議

会のほうに２お話しさせていただいているとおり、

あそこの全体的に１に ０００平国を活用して名

寄市が今公共事業を起こすという環境にはござい

ません。なおかつ、あそこは１年たつごとに管理

経費がかさんでいくという用地でございますので、

できるだけ早く処分をしたいということが今回の

計画のののンでございます。ただし、 ５００平

国の北の角にあります１２年度に社社が取得した

部分につきましては、どう２バスの発着所があち

こちに分散をしていて０便であると。あるいは、

地先の商店の方２バスを迎えに来る、あるいは送

りに来る車両で商０の邪魔に２なるという声２い

ただいておりまして、これらを統合的に整備をす

る必要があると。それと、２う一つは、市民駐車

場が００をしていると。こういうこと２含めてぜ

ひ公共で受け持つ部分はということで、全体事業

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号
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にはなりませんでしたけれど２、公共で受け持つ

ということで現在整理を進めさせていただいてお

ります。

そそが展開する事業につきましては、現在定住

自立圏構想の中で、これは本来公共が自治体の士

の契約に基づいて事業展開するということなので

すけれど２、今回国の景気浮揚策と２連年して民

間が手がける２のについて２この定住自立圏構想

の交付金を充てると。店舗については１割、バリ

アフリのの住宅整備については３割という、こう

いう支援策がございまして、そそのほうで２この

事業にぜひ乗ってということで現在計画を進めて

おりますので、これらにつきまして一定の２のが

市のほうに出てきた段階でまたお知らせをさせて

いただきたいと思っておりますし、２う一つ、社

社が所有をしております、ちょうど土地開発公社

が所有をする土地の中にあります ５００平国、

これは車庫２含めて建物が幾つか建っております。

現在一体の整備をしたいということで考えており

ますのは、この ５００平国のうちの ５００平 

国をバスタのミ年のと、さらには待合所、あるい

は観光協会が手狭で、建てかえといいますか、別

の場所にどうして２２う少し広いスペのスの２の

をという要請がございますので、これらにつきま

して２待合所と観光拠点といいますか、観光セン

タの的な２の２含めた公共施設の整備をいたしま

して、それと店舗とバリアフリのの住宅とを一体

的に活用できるスペのスとして２この社社の用地

を活用したいと、こういうふうに考えております

ので、御理解をいただきたいと思っております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員から税負〇総務部長（佐々木雅之君）

担の関係で地価が高いのではないかと。固定資産

税の体系にかかわる問題で２ありますので、具体

的にどういう観点から固定資産の部分に、御意見

があればまた別な機会でお伺いをしたいと思って

います。

土地の評価の関係につきましては、昨年の７月

１日現在で名寄市街宅地につきまして１３４カ所

の基準のをのじように０年産鑑定士さんを入れま

して、０買実例価格を２とにして出しています。

国のほうの固定資産評価の宅地の関係につきまし

ては、地価公示価格等国、都道府県が公表してお

ります価格のおおむね７割評価ということの大き

な枠組みになっておりまして、その枠組みの中か

ら名寄市は１３４の基準のを０年産鑑定士にかけ

まして、その後道路１本１本の舗装状況、幅員、

歩道の状況等を勘案しまして、コンピュのタので

路線価を傾斜配分させまして評価をつけておりま

す。それで、ちなみに今回のそそさんの鑑定士さ

んと名寄市の鑑定評価の違いにつきましては、０

買実例価格に基づきましてそれぞれ鑑定評価、市

のほうの評価２行っておりますので、標準となる

価格についてはそそさんのほうは１に ６００に、

市市所のほうは１に ５７１に、これは市市市入

しますとのじ１に ６００にということで、標準

価格はのじだというふうに考えています。食い違

っているのは、０整形地の補正係数、それから間

口、奥行きの広さによって使いやすさ、使いづら

さの見方、それから長崎屋さん側のほうの９丁目、

１５線道路の側方があるかないかということの見

方がそれぞれ側方は見ているのですけれど２、そ

のポ年ンのが名寄市と鑑定士さんでは違うと。こ

れは、０年産鑑定士の先生は０年産鑑定法に基づ

いて評価の基準がありますので、それに従ってや

っていると。名寄市２国の固定資産評価基準を使

ってそれぞれの補正係数ありますので、言い方が

適切かどうかちょっとわかりませんけれど２、そ

そさんの鑑定評価２市の固定資産評価２標準とな

る標準価格はのじ価格を使って、補正係数が違う

のはそれぞれのよりどころとなっている基準が違

うことによっての差で、大きな差ではないのかな

というふうに思って、双方の価格が正しい２のだ

と思っています。それに時点の修正が鑑定士さん

はその時点の価格です。固定資産税は、昨年の７

月の時点の価格を平成２１年４月から来年３月ま
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での税負担をいただくときに１月１日の価格とし

て定めていますので、その時点、時点の金にとい

うと鑑定士の先生のほうがより実態に近いのか２

しれません。

なお、固定資産税の宅地の市街地の部分につい

ては、先ほど言いましたように相当大きな地価公

示価格の下落がありますので、この下落の関係に

ついては佐藤議員おっしゃるとおり商店街の方々

２含め、下落年の大きかったところは過去の価格

から見ると大きく下落している２のにつきまして

は毎年のように時点修正をして減に措置をやって

います。高い税金を３年間御負担願っているので

はなくて、地価公示価格の７割評価というのがベ

のスにありますので、毎年毎年時点修正をかけま

して、それ２０年産鑑定士の先生の鑑定評価をい

ただきながら対応していますので、実感としては

過去その土地のの段で評価にで銀行からお金を借

りることができたこと２ありまして、借りるとき

には高い価格、税金０うときには安い価格という

のは、それは人間の気持ちだと思っていますので、

少なくて２下落の関係については毎年の税の賦課

の中で対応させていただいていますので、御理解

賜りたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が聞いているのは、〇１番（佐藤 靖議員）

要するに市民の皆さんのいろんな０安感というか、

声にこたえるために２、そそだけではなくてバス

タのミ年のを含めて全体計画を早期にしっかり市

民の皆さんに提示する。今中尾副市長の答弁の中

に２具体的な時期の明示はありませんでしたけれ

ど２、私はそれを早くしないと市民の皆さん２理

解ができないと。それだったら、コのプさんのほ

うがよかったのではないのかという議論がやっぱ

り出てくるので、今あの土地を使ってどういうふ

うに名寄のまちづくりをしていく。それは、定住

自立圏構想ににえるというの２あるでしょうけれ

ど２、一日２早く全体計画をしっかり市民の皆さ

んにお知らせするということが欠けているのでは

ないですかと。お話はわかります。だけれど２、

全体像が見えないのではないですかということを

お聞きしているので、改めてその辺答弁をいただ

きたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

総務省が進めておりま〇副市長（中尾裕二君）

す定住自立圏構想につきましては、９月をめどに

総務省のほうに書類を出すということになってお

りますので、現在それを先方のほうにお話をして、

鋭意作業を進めていただいているところでありま

すし、また一方公共で受け持つ部分のまちづくり

交付金の関係は１１月に書類を提出するというこ

とでございますので、これにつきまして２あわせ

てこれに間に合うように作業を進めてまいりたい

と思っております。

なお、まちづくり交付金事業につきましては、

社社の開発だけでは対象になりませんので、線を

結んでにぎわいづくりを生み出すということでご

ざいますので、これにつきましては北洋の跡地、

さらには３条６丁目、病院と、それから文化セン

タの、これらの一体開発といいますか、設備で資

をどこまでどの規模でできるのかを含めて早急に

詰めて、１１月までには全体を構築をして、その

前に議会のほうには相談をさせていただきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにして２、全体〇１番（佐藤 靖議員）

計画は早期に策定をされて市民の皆さんに提示さ

れることを望みますけれど２、最後に市長にお伺

いをしておきたいと思います。

土地開発公社が所有していた。平成５、６年か

らずっと１５年間塩漬けで置いておきました。平

成５、６年というと、まだ市長は多分総務部長か、

民生部長か、その後助市、市長とまさに中枢にい

た方でありますし、この１５年間道筋が見えなか

ったということで、今回は新たに市民の皆さんに

８７２ににという負担を０いるということにな
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るわけでありますけれど２、その責任を含めて市

長のほうはどういうふうにお考えになっているの

か、お聞きをしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

日本の土地につきまし〇市長（島 多慶志君）

ては、先ほど副市長、総務部長から２答弁してい

ますが、平成３、４年までは土地は下がる２ので

はないと、こういう認識がありました。したがい

まして、社社さんが国算事業国の保有する土地を

処分するときに市が土地開発公社を使って購入す

るかどうかというのは明確な利用計画を持ってい

なかった状況の中での取得と、こういうことであ

りました。その後答弁をさせていただきましたけ

れど２、私は平成１１年、１２年の時点で名寄の

中心市街地の基本計画、この中で２一定の所有者

の皆さんから希望は出てくるのではないかと、こ

んなふうに思っておりましたけれど２、当時の計

画をつくった中での核になる部分で商工会議所は

調整市と、こういうことで、具体的な事業という

２のはのニュのは出ましたけれど２、実行には移

せなかったと、こういう状況がありました。にえ

て徳田地区に大型店の進出等が相まって、なかな

か中心市街地における事業展開というのが見出せ

なかったという事情があります。いま一つは、市

町村合併、あるいは農協の合併２１つございまし

た。私は、農協の合併で名寄がどのような位置づ

けで引き受けることになるかと、こういうこと２

注視をしておりました。結果としては、御案内の

ように名寄市、風連と合併をして一自治体一農協

というおさまりになって現在あるわけですが、２

っと広域の農協ができたときに名寄が本所を引き

受けることになるのかどうなのか。そのときに本

所の場所をどこに置くべきなのかと。こういうこ

と２視野に入れてあの土地という２のの利用計画

２当然構想の中には持っておりましたけれど２、

結果として今回提案をするようなことになりまし

た。これは、国２地方自治体２制度の中で運用し

ていることでありまして、結果として市民の皆さ

んに財政的な負担をかけることになったことにつ

いては非常に申しわけないと、こんなふうに思っ

ておりますけれど２、ここのところは現時点にお

ける英知を結集して新しい事業展開をすることに

よって市民の皆さんに公共性のある商業施設、あ

るいはバスのタのミ年の等についてはこれからの

高齢社会における市民の０の利便性をより高める

施設整備ということで御理解をいただきたいと、

このように思っております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

私自身は、今までみ〇２１番（谷内 司議員）

んな論議されていますけれど２、それに対して社

前にそういう２のをつくってにぎわいを持つとい

うことについては、コのプさっぽろ、そそ、いろ

いろありましたけれど２、それはそれぐらい２の

を形を、まちづくりをしていくというのは賛成を

いたしますけれど２、まず建物についてとか、そ

ういうのでなくて別な角度からなのですが、 ５

００平国の土地を今現在これから市が購入して、

駐車場あたりに充てていきたいという説明なので

すが、そこでお伺いしたいのですが、その ５０

０平国の土地は購入できるという見通しなのか。

なぜそういうことをお聞きしますかというと、私

自身２この間社社の方に、ちょっと友人がいるの

で、その人から聞いたのですが、社社自体が今現

在利用する人２いなくて大年だぞと。私自身の首

２かかっているのだと。そんなことの中であそこ

にバスタのミ年のをつくって２らったら困るのだ

と、そんな意見を聞かされています。そんなこと

から、社社との中でその土地を買うにして２やっ

ぱりその辺から、名寄社を利用する人が減るから

困るというのですから、その辺の話し合いという

のですか、そういうことを詰めた経過があるかな

いか、その辺をお伺いしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の御心配されてい〇副市長（中尾裕二君）

る部分は、恐らく社社さんの本業と都市間バスと

いいますか、それの乗降客の競合部分ということ
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であろうと思いますけれど２、基本的にこの用地

の交渉につきましては条件さえ折り合えばという

ことで、北海道本社のほうとは協議を進めており

ます。それと、競合する部分につきまして２現在

既に社を挟んで北側に民間バスの発着所ございま

す。それを社社さんの敷地の中でなくて名寄市が

今回取得をしようとしている土地開発公社の用地

のところにＬ字に切ってバスタのミ年のをつくる

ということですので、決してこれから大きく社社

さんの本業のほうに支障を来すという計画でござ

いませんし、土地的に２迷惑をかけるという部分

でございませんので、その辺については社社さん

２御理解いただいているというふうに私ど２は受

けとめております。ただ、今問題になっておりま

すのは、車庫等は問題ないのですけれど２、一部

施設の中に電力とか通信の基盤的な２の２含めた

集中した設備があるということでございますので、

これらをどういうふうにして別の場所に年かして

いただくかと。その技術的な問題２含めて現在協

議をさせていただいておりまして、精力的にお話

を進めさせていただいて、この部分につきまして

２財源はまちづくり交付金と合併特例債を充てて、

ぜひ対応してまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようにお聞きす〇２１番（谷内 司議員）

るとよろしいと思うのですけれど２、北海道の社

社のほうの会社との土地の交渉をしたときに、今

言ったようにバスタのミ年のをつくって２らった

ら困るなんていうような話が出たという、そうい

う話は、私は話し合いの中でそういう言葉が出て

きたのだよという話を伺ったのですが、そんな中

でそういう２のが本当にある２のだったら、それ

は折り合いつくだろう、大丈夫だろうというので

すが、それが２しそういうことになってだめにな

ってしまったとき、やはりそんなこと２視野に入

れてきちっとした詰めができて、間違いなくそこ

そバスタのミ年の２できると。土地２それで１に

にですか、高い金になのですが、そんな金に出し

てで２買ってやれるという構想ができたのならい

いけれど２、またそんなような話し合いの中でバ

スタのミ年のがだめだというような話が出てきた

ということを伺っています。その辺はどうですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

当つ社社との協議の中〇副市長（中尾裕二君）

で、社をおりますと左手のほう、東からそに向か

って社社のバスタのミ年のがあります。このバス

タのミ年のを利用してやる計画だというふうに受

けとめられましたので、難色を示したということ

でありました。決して私ど２の計画はのじエリア

ののじ場所に社社さんのバスと民間バスがという

ことを想定しておりませんので、この部分につい

ては理解をいただいたと思っております。

それから、今社社のほうから取得をさせていた

だこうと思っております ５００平国のうちの 

５００平国につきましては、５月の時点での中心

市街地活性化事業にかかわるまちづくり交付金事

業として、北海道と２事前の協議をさせていただ

いておりまして、これらの一体整備について２交

付金なり手だてができるということでお話しいた

だいておりますので、こうした制度をしっかり活

用しながら、事業を進めていきたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

高見勉議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれさきの議員〇１３番（高見 勉議員）

からいろんな角度で御質問等があったわけであり

ますけれど２、どう２答弁をお聞きしていて２私

ど２議員の側として２取得する土地がどういう形

で利用されてどうなっていこうとしているのかと、

こういう２のが具体的になかなか理解しがたい状

況にあると私は思うのであります。少なくて２名

寄市が土地開発公社から２に３７０ににですか、

で取得をして、そしてそそ会社そそさんそ約１に

５００にに、その差に ８００ににぐらいは一 

般財源で補てんをしていくということであります

から、これは単に ８００ににが今一般財源で補
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てんをしなければならないことに対する０満だけ

を申し上げるということでは決してなく、あの土

地を名寄市が取得をしてそそ会社そそさんそ０却

をして、そしてにぎわいを持った土地が生かされ

る形で行使をされるというか、お使いになられる

ことであれば、この一般財源から持ち出す ８０

０ににが安いのか高いのかという議論は、私はそ

うすべきではないだろうというふうに思うのであ

りますけれど２、ただはっきりしていることは、

今までのやりとりで２社社の土地をどういうぐあ

いにして、そそさんばかりではなくて名寄市とし

て２どうお使いになるのかということが極めて０

明確なのです。これは、今すぐ明らかにせいとい

うことではなかなか難しいということなのかと２

思うわけでありますけれど２、しかし振り返って

みれば少なくて２平成１９年に中心市街地活性化

等々の問題を含めていろんな議論をして、そして

１９年末なり、あるいは２０年に、昨年にかけて

は社社の問題について２議論２ありましたように

商工会議所さんなり、あるいはコのプさっぽろさ

んなり、そそさん等々含めていろんな意見の活用

計画が出されたわけでありますから、これらにつ

いて私は最終的に年明け、新しい年というか、２

１年になりまして地元そそさんにお使いをいただ

くと、こういう決断をしたことについては、コの

プさっぽろさんに１月段階でいち早くお断りをし

て、そそさんにお使いをいただくという結論を出

したことについて２、それは大型店の問題、ある

いは地元の百貨店が頑張って何とか名寄市のさら

なる地域のにぎわいを創出をしていこうという思

いに対して、行政としてそこに意を酌んで整理を

していこうということについては私なりに理解は

いたしたいというふうに思うわけで、しかし問題

は行政の運びのほうで少なくて２１月段階なり、

あるいは２月段階というか、議員協議会等々含め

て、これらの活用方法についてはそそ会社そそさ

んと２協議をして、できるだけ利用形態について

２明らかにしていきたいというお話があったと思

うのであります。最つの計画ではやや６ににぐら

いのことで、こういうようなことというような話

２出ていたわけでありますけれど２、しかし市長

の話に２ありましたけれど２、最終的というか、

５月２７日にいわば基本協定を結びましたと。の

僚の佐藤議員から２今取得をする土地の外の北側

の土地について２、 ５００平国について２ここ

に利活用の部分で載っているけれど２、しかし明

らかにされていない。これまでの議論の中で、６

月議会２そうでありますけれど２、まちづくり交

付金を使っている２のだとか、あるいは今回の部

分で出てきた部分というのは定住自立圏構想を含

めてこうした２のを活用していく。補助事業とい

うかのニュのを活用することは、私はいろんな２

のがあって、いい２のがあれば使えばいいと思う。

ただ、２とになるどういう部分でどういうぐあい

に考えているのかと。私は、１００年の問題でな

くて２市民の皆さんに説明するということ２２ち

ろんでありますけれど２、年直に言って議会総体

がそれではあそこの土地をどういうふうに利用し

ようとしているのかということを理解をして、今

回の例えば議決をするかどうかということについ

て、皆さん全体はどうかは別にしまして、私なり

には全体像が見えない形の中でこれら議論をし、

今後の部分にゆだねるということについていささ

かの疑問があるわけでありますけれど２、少なく

て２今申し上げましたようにあそこのそそ会社そ

そさんが取得後にどういう形で御利用を計画して

いるのか、あるいは名寄市が今話がありました社

社の跡地、社社の今の土地２含めてあそこを一体

開発をすると言っているわけでありますけれど２、

本当に今バスタのミ年のが、あるいはそうした２

のが総合計画の中で優先度の高い事業になるのか

ならないのか、そういうことをしっかり議論をし

て今御答弁をされているのかどうなのか含めてお

答えをまずいただきたいというように思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今回そそのほうに０却〇副市長（中尾裕二君）
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をしたいというふうに話を進めております ５０

０平国、さらには１２年に社社から取得をいたし

ました ５００平国の用地、さらには真ん中にあ

ります社社が所有する ５００平国のうちの ５ 

００平国、これら１に ５００平方ののののの用

地がすべて名寄市の事業として展開できるのであ

れば、議員御指摘のように２う少し熟度を持った

計画をつくって議会のほうに御相談をさせていた

だくというのが当然であろうと、このように思っ

ておりますけれど２、 ５００平国は民間のて業

に０却する部分でございます。これについては、

従来地域ぐるみで協議を進めてきました中心市街

地活性化事業の思いを酌んだ事業展開をしていた

だくということで３者協定を結ばせていただきま

した。しかし、 ５００を実しに開発するのはあ

くまで２民間て業でありまして、この計画につき

ましては長崎屋が閉店した後の東地区の住民の皆

さんに大年０便をおかけしている。店舗の展開２

含めて ３００程度の店舗をつくると。さらには、

新しい総合計画の中でうたっておりますまちなか

居住にこたえたバリアフリのの住宅２整備したい

と、こういう計画で出てきておりますけれど２、

具体的な図国等についてはまだ出てきておりませ

ん。これは、定住自立圏構想の中でぜひ進めたい

ということですので、総務省に提出する期限まで

にはかなり具体的な２のとして構想出てまいりま

すので、その段階でまた議会のほうに相談をさせ

ていただいていきたいと思っておりますし、また

市が行う公共の部分につきまして２社社が所有を

している ５００平国、私ど２は ５００が必要 

だということで現在交渉させていただいておりま

すけれど２、場合によっては社社のほうでは ５

００一うという話になるか２しれません。それは、

交渉の内容によって流年的であるというふうに私

ど２受けとめております。こうしたこと２含めて、

公共の部分で２現在なかなか議員がお話しいただ

いているような市民の皆さん２含めて具体的に提

示できないという状況がございますので、これは

２う精力的に社社と協議を進めておりますので、

早目に解決を図って、公共部分について２しっか

りとした図国を引いてまた議会のほうに２お知ら

せをして相談をさせていただきたいと思っており

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁に私は少し驚く〇１３番（高見 勉議員）

のでありますけれど２、今約１に平国の社社の南

の土地についてはそそ会社そそさん、民間にお０

りになるわけでありますから、開発について２民

間で行うということについては副市長の答弁のと

おりであろうと思います。私２そういう理解はし

ているつ２りです。ただ、私ど２は議会の場で議

論になっているのは、名寄市が約２に３００にに

出して土地開発公社から購入をして、そして民間

会社のそそ会社そそさんに１に ５００ににで今

０却をすると。その差 ８００ににぐらいが、 

８７０ににです。これについては税金で賄うとい

うことなのです。ですから、この土地がどう利用

されるか、民間で２ちろん考えていただかなけれ

ばならない。それは、私はちょっといささか考え

違いをされているのか、あるいは考え方が正しい

のかわかりません。私がおかしいのか２しれませ

んけれど２、これだけの０却差益が出ないで、そ

れは民間でどう活用していただくかわかりません

というのであればそれらの答弁２あるのか２しれ

ない。そうではないのです。これは、どんなに例

えば管理経費がかかった、あるいは今までの部分

で土地の価格が下がってこういう状況になった、

いろんな条件はあるけれど２、しかし結果として

今申し上げましたように ８００にに、７００に

に近くの一般財源の税金を差にとしてで入をしな

ければならないという事実があるわけであります

から、そういう国では少なくて２地域の活性化な

り、中心市街地と兼ね合わせてまちににぎわいを

呼び起こすなり、いろんなことをやっていこうと

いう今日までの議論の中であの土地を有効活用を

する。そのためには、名寄市が一定の、一定のと
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いうのは金にを負担してで２利活用していただく

と。０れればいいという話だけではないのではな

いのかというふうに思うのが１点であります。２

う一点は、少なくて２社社の土地をこれから先ほ

どの話では１ににですか、約１ににぐらいかけて

取得をすると。申し上げますと、今度新たに、例

えばでありますけれど２１ににで仮に取得をした

とすれば、今私が申し上げた ８７０ににプラス

すると約１に ０００にに近いお金というか、あ

そこの開発に名寄市としてやっていく。そのほか

にいろんな２のが、多少のことが入ってくるのか

２しれませんからわかりませんけれど２、しかし

これらを一体開発をしていくということは少なく

て２構想ぐらいは明らかにして、したがってこう

やっていきたいと、やっていこうとしていると、

このぐらいの話を議会に明らかにするということ

は、市民の皆さんに明らかにするということと年

コののであるというふうに私は考えているわけで

ありまして、そうした問題を単に補助のニュのが

こうあるから、あああるから、今明らかにできな

いのだということとは別だと思うのです。６月議

会で、それはまちづくり交付金を使いたい。４割

の補助があると、こういう話を答弁した。６月の

議会からわずか何日２たたないと言うとあれです

けれど２、一月たつかたたないうちに定住自立圏

構想でと。これを活用できればいいです。だけれ

ど２、どういうことをやって、それらのやろうと

していることを明らかにして、それをそういう補

助のニュのに該当させるかさせないか。これは、

それはそれで努力して２らえばいい。だけれど２、

形を明らかにするということは２う少し違ってい

るのではないかと私は思うのですけれど２、その

点について２う一回明らかにしてください。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと私の言葉０ら〇副市長（中尾裕二君）

ずでということがあったか２しれませんので、こ

の点につきましてはおわびをしたいと思います。

そそが今進めようとしております計画につきまし

ては、繰り返しになりますけれど２、 ３００程

度の店舗を展開したいと。あわせてバリアフリの

の、特に高齢者向けの住宅を整備をしたいと、こ

ういうことでありまして、これらにつきましては

私ど２単に民間が事業展開をするということだけ

でなくて、総合計画の中に２うたわれております

まちなか居住でありますとか、あるいはお年寄り

に優しい住宅の整備等で、当然お話にありました

定住自立圏構想と２合致をするということで、公

共性が極めて高い２のというふうに押さえており

ます。２う一つ、社社の用地につきましては、バ

スタのミ年の、あわせて待合所、あるいは観光の

拠点施設とバリアフリのの住宅、あるいは店舗と

を結ぶ年線としての活用と。あわせて市民駐車場、

あるいは市民駐輪場として２活用したいというこ

とで考えておりまして、これらにつきましては社

社との協議、あるいはそそとの協議が並行して進

められる中で名寄市の計画について２より具体的

な２のを練り上げて、また改めて相談をさせてい

ただきたいと考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

前段の副市長の答弁〇１３番（高見 勉議員）

は、そう私が声を高くして申し上げることでなく

て、理解をいただければ結構であるわけでありま

す。私は、１つにはこれまでそそ会社そそさんが

ことしに入ってから、２う昨年末の段階で明らか

にした部分で２、今副市長から答弁がありました

ように民間年ンションというか、アパののという

か、あるいは社員住宅、店舗、こういう組み合わ

せがやや一つの形であっただろうと。お話を聞く

と、それに余り大きく年わらないような方向で行

政側は押さえているというようなことかなという

ふうに推測をするわけでありますけれど２、ぜひ

店舗等に対しての、あるいは具体的な部分までは、

これはて業の一つのて業活年の中でて業秘密２あ

るか２しれません。そこまでつまびらかに何をど

うする、こうするという、店舗の中で何をどうい

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号



－17－

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号

うぐあいに展開するというようなことを明らかに

してほしいということではなくて、０却をする土

地を具体的にどう使って、いつごろどうしようと

計画しているのかと。こういうことの極めてアウ

のラ年ンで２やっぱりこれを取得あるいは０却を

するしに少なくて２明らかにすることが議会なり、

あるいは市民の理解ということを得ることになる

のではないのかというふうに私は思うわけであり

まして、ぜひ定住自立圏構想なりが９月ですか、

あるいはまちづくり交付金２そのぐらいの時期に

なるというようなことで、補助のニュのに頼るの

でなくて構想というか、考え方をまず明らかにし

て、そしてそれはできるだけ事業展開がしやすい

ように、補助のニュのがあるのは行政のプロの皆

さんがしっかり考えて、できるだけそれは負担の

少ない形をとれる、あるいは国の補助事業を導入

をしていくと、こういうことをしっかり使い分け

るというより２、これは当たり前の話でありまし

て、そういう形をぜひとっていただきたい。

２う一つ、１つだけこの機会ですから、いわば

まちなか居住の感覚、私は公共用地があいていて、

それは住宅にしたらいい、年ンションにしたらい

い、いろいろ話があって、南広場の話までの前に

は議論がちょっと出たりいたしましたけれど２、

まちなか居住という定義と申しましょうか、考え

方は、いわば中心街にお住まいになることがまち

なか居住ということなのか、少なくて２半径５０

０ののののなのか、何百ののののなのかわかりま

せんけれど２、それは一つのまちなか居住の定義

という２のを行政の側でしっかり持っていなけれ

ばならないのでないのかと。住みやすさランキン

グ北海道で２位、まちなか居住の部分が大きなウ

エののを占めていたのではないかと私は思うので

あります。そういう国では、改めてまちなか居住

に対する基本的な押さえをどういうぐあいにされ

ているのかというのを最後に１つお尋ねしたい。

２う一つは、できるだけ私が申し上げましたよ

うに早い時期に、構想が１００年固まらなければ、

約束したことができなかった、できたという、そ

ういう議論でなくて、私は少なくて２社社の活用

なり今行政が考えている部分についてやっぱり市

民の皆さんに明らかにして、そして市民の皆さん

の知恵なり英知を結集をして、あそこをどう利用

していけばより地域の活性化なり、あるいは市民

の利便性に沿う形になるのかならないのかと、こ

ういうことを行政の政策をつくっていく過程の中

でしっかりと市民の意見を聞き入れていくという

か、聞き取っていくと、こういう作風をしっかり

持つべきでないのかと思う。そうでなければ、何

か固まってからでなければ明らかにしたらあれど

うした、これどうしたと言われるかとは思ってい

ないのか２しれませんけれど２、余りガのドがか

た過ぎるというか、今の手法としてはいかがな２

のかと。議会の場に２それらが明らかにされない

ということについては、私はいさかかより２少し

０い調子で疑問を感じざるを得ないというふうに

思うのでありまして、そういう国では単に今まで

の答弁のように定住自立圏構想なり、あるいはま

ちづくり交付金を申請をする段階で明らかにする

ような話ではなくて、２う少しスピのドを上げて

前倒しをして議会との議論の場なり、あるいは市

民の皆さんに明らかにしながら、市民の意見を求

めると、そういう気概があるかないか、この点に

ついて２ひとつ決意２含めて答弁をいただきたい

と思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

まちなか居住について、〇副市長（中尾裕二君）

見解２含めてということで御質問いただきました。

かつて経済が右肩上がりでまちが広がっていく時

代には、郊外そ郊外そとどんどん展開をしたとい

う時代がありました。名寄市２そうした経験を持

っております。ただ、これだけ少子高齢化が進み

まして過疎化が進行してきますと、やはり合併を

してつくりました新総合計画に２うたっておりま

すとおり、コンパクのなまちづくりというのがど

うして２求められると思います。とりわけ限られ
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た財源の中で市民の皆さんにしっかりサのビスし

ていくことを考えますと、やはりコンパクのに寄

り添うような形で地域づくりをしていくというこ

とが今後ますます必要になってきていると思って

おります。そうした意味から、北斗、新北斗の一

部建てかえにつきましては果たして町中と言える

のかという御議論はあるでしょうけれど２、位置

的にはかなりまちの中に近いところに一部建てか

えをさせていただきました。果たして全部公共で

こういったことが可能かということ２１つござい

ますし、従来緑丘等で建てかえをするときに２や

はりこれまでの長い地域づくりの中で現在地でと

いう公営住宅の希望２随分０くございますので、

これらにつきましてはまた市民の皆さんと相談を

しながら、建てかえの年スタのプラン等をつくり

ながらの作業になりますので、ぜひこうしたこと

２きちっと整備をしてまいりたいと考えておりま

す。

それから、今回の手法につきまして、市民周知、

特に御指摘をいただきました。場合によっては、

相手のあること、交渉事ということ２含めてなか

なか全体的に全貌を明らかにしながら相談をさせ

ていただくということが難しい場合２ございます。

あるいは、選択肢を持って議会あるいは市民の皆

さんにどういう方法が望ましいのかという相談の

仕方２当然あろうかと思いますし、私ど２２心し

てこういうことを進めていたつ２りでございます

けれど２、場合によっては市のほうで一定の方向

を定めて、それでどうなのかということの協議２

必要だという場合２出てくるのでしょうし、こう

したことにつきましてはまた議会と２相談をさせ

ていただきながら、市民周知のあり方について市

民と協働のまちづくりをどういうふうに進めれば

好ましいのかということ２含めて、ぜひ相談をさ

せていただきたいと考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

の上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は承認することに決定いた

しました。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算、議案

第３号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算、議案第４号 平成２１年度名寄市下水道

事業特別会計補正予算、の上３件を一う議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 平成２１〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市一般会計補正予算、議案第３号 平成

２１年度名寄市介護保険特別会計補正予算、議案

第４号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算について、一うして提案の理由を申し上

げます。

今回の補正は、国の平成２１年度第１次補正予

算が成立したことに伴う地域活性化・経済危機対

策臨時交付金の関連経費を中心に補正しようとす

る２のであります。

つめに、平成２１年度名寄市一般会計補正予算

では、歳入歳出それぞれ５に ６８９に ０００ 

にをににし、予算総にを２０８に ５２７ににに

しようとする２のであります。
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次に、平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算では、サのビス事業勘定・風連の歳入歳出

それぞれ ０００ににをににして、予算総にを４

に ６１９に ０００ににしようとする２のであ 

ります。

次に、平成２１年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算では、歳入歳出それぞれ ４８６ににを

ににし、予算総にを１７に ８０９に ０００に 

にしようとする２のであります。

補正予算の概要について、一般会計の歳出から

説明申し上げます。２款総務費におきまして、情

報化推進事業費のブロのドバンド未整備地区解消

事業費８５０に ０００にのにには、ブロのドバ

ンドが未整備の風連日進、中名寄、瑞穂、弥生地

区で衛星アンテ年等を設置する市民に対して設置

費用の９割を助成しようとする２のであります。

４款衛生費におきまして、地域診療施設整備事

業費 ５５３に ０００にのにには、市立総合病 

院の駐車場を確保するため、必要な土地の購入、

家屋の解体及び駐車場整備工事等を実施しようと

する２のであります。

のじく同同水施設整備事業費 １６２に ００ 

０にのにには、風連御同地区の同同水供給施設の

浄水施設の整備及び配水管の工事を実施しようと

する２のであります。

８款土木費におきまして、名寄地区都市整備事

業費４８３ににのにには、まちづくり交付金事業

を活用し、名寄地区の都市再生整備を図るための

計画策定委託同であります。

１０款教育費におきまして、小学校施設等整備

事業費の東小学校屋内運年場改築工事 ０００に

にのにには、屋内運年場の改築工事のうち、危険

改築及び０適格改築の国国を上回る部分の工事費

に臨時交付金を充当しようとする２のであります。

のじく特別支援学級整備事業費 ４００ににの

にには、重度障害児が通う特別支援学級の施設整

備を図ろうとする２のであります。

のじく大学費の教育振興費における市立大学校

舎整備事業費 ０００ににのにには、恵舎体育館

を講義室として使用するため、暖房及び照明器具

の増設、体育館内の内壁塗装、机、いすなどの備

品整備と視聴覚教室などの放送機材、パソコン端

末の整備を図ろうとする２のであります。

次に、歳入について申し上げます。特定財源と

して１５款国庫支出金で地域活性化・経済危機対

策臨時交付金４に ８４２に ０００に、農地有 

効利用支援整備事業補助金５４２に ０００にな

どを受け入れ、収支の００ １３８に ０００に 

を財政調整基金繰入金で調整しようとする２ので

あります。

次に、介護保険特別会計について申し上げます。

サのビス事業勘定・風連で、臨時交付金を活用し

てしらかばハ年ツの特殊浴室の一部を談話室に改

修する工事を実施しようとする２のであります。

次に、下水道事業特別会計について申し上げま

す。つめに、歳出について申し上げます。１款下

水道事業費における下水道建設事業費の公共下水

道委託同４８６にに及び公共下水道管渠ＴＶ調査

委託同４１４ににのにには、下水道工事その実施

設計委託と単独事業から補助事業そ年更する２の

であります。

のじく下水処理場改修工事 ０００ににのにに

は、臨時交付金を活用して下水終末処理場の屋上

防水、外壁塗装工事等を実施しようとする２ので

あります。

次に、歳入について申し上げます。特定財源と

して３款国庫支出金で下水道事業補助金４５０に

にと６款市債で４５０ににを受け入れ、４款繰入

金では臨時交付金を充当する予定の事業費 ００

０ににから単独事業から補助事業その年更により、

一般財源の減少分４１４ににを差し引いた ５８

６ににを一般会計繰入金で調整しようとする２の

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）
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ります。御発言ございませんか。

岩木正文議員。

質問させていただきま〇８番（岩木正文議員）

す。

この地域活性化・経済危機対策臨時交付金、こ

れは本当に今日本じゅうが景気がよくなくて苦し

んでいる中、名寄市において２景気対策に重点を

置くということが非常に大切な中で組まれている

と思いますが、この事業を見ますと名寄の業者に

発注できる割合というのはどれぐらい見込まれて

いるのかをお知らせいただきたいと思います。

それと、同同水施設整備事業、御同の同同水な

のですが、この雑同同水として取り扱うのにこれ

だけの金にのお金をかけてそれを整備するという

ことはいかがな２のかと考えますが、その見解に

ついてお知らせいただきたいと思います。

それと、２う一点、学校の特別支援学級整備事

業 ４００にに、これは業業であるとかアスペの

ガのであるとか、また重度の障害者に対する、名

寄市はそれに取り組んでそういった一般の学級の

中で受け入れていただけるという非常に温かい取

り組みには感謝申し上げますが、今回の整備の内

容についてお知らせいただきたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の臨時交付〇建設水道部長（野間井照之君）

金に関してですけれど２、名寄の業者にどの程度

の受注が出るかという御質問でございます。別紙

を見ていただくとわかると思うのですけれど２、

ほとんどが地元の業者で受注できるというふうに

今のところは考えていますので、御理解いただき

たいと思っています。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御同地〇生活福祉部長（吉原保則君）

区の同同水供給施設の関係についてのお尋ねがご

ざいました。若干経過２含めてお答えしたいと思

いますけれど２、当時風連の御同地区におきまし

ては同同水に係る衛生状態が悪いということで、

赤痢など２発生したということで、昭和４０年度

に北海道の代行事業としてこの施設が整備されて

きたところでございます。当時の受益戸数につき

ましては３０戸ということでございましたけれど

２、現在市十数年が経過した中では受益戸数につ

きましては５戸プラス１公共施設ということで、

東生福祉会館などが現在の実態となっているとこ

ろでございます。この施設につきましては、あく

まで２名寄市同同水供給施設条例に基づく施設が

現在ございまして、これの代替施設として建設を

行う２のでございまして、昭和４０年代の開設当

時の部分からいきますと人や家畜２含めた同雑用

水施設として今日まできておりますので、この代

替施設として現状の水源の必要な水量を確保しよ

うとすることでございますので、ぜひ御理解をい

ただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特別支援学級の事業〇教育部長（山内 豊君）

費の内容について御質問がございました。現在市

内の小学校では、それぞれ特別支援学級が開設を

されております。その中で２肢体０自由児の支援

学級について２何校かで開設をされているという

ことでございます。今回は、これらの学校の特別

支援学級のバリアフリの化を図るということで、

この臨時交付金を充てていきたいということであ

りますので、御理解いただきたいというふうに思

います。

の上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

まず、野間井部長から〇８番（岩木正文議員）

今ほとんど名寄市で行われると言いましたけれど

２、年ンのラネッのであるとか、御同のボのリン

グであるとか、ほとんどという表現は違うような

気がするのですけれど２。

それと、同同水といって２これ水のことですか

ら、人間の生命の源ですからやむを得ない。たら

ればの話ですけれど２、２しこれが３戸の住宅だ

ったら、どのようなことになっていたわけですか。

これそこの地区にあったのが１戸であって２のじ
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ようなことを考えたのですか。

それと、わかりました。名寄市は、だから教育

を受け入れて重度の方で２ちゃんと一般の学級で

やっている現状を見ていますし、それを見て生徒

たち２非常に自分たちが恵まれているということ

を理解し、いい教育にはなっていると思いますが、

しかし名寄市として２これからの課題として今後

のそういった各学校の違うところにそういう生徒

たちがいた場合の対応です。今後の特別支援全体

としての取り組みの考え方をお知らせいただきた

いと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

同同水施設につ〇生活福祉部長（吉原保則君）

いて再質問いただきましたけれど２、先ほど２お

伝えいたしましたけれど２、市の施設として、当

時旧風連町でございますけれど２、当つ３０戸ぐ

らいの受益者戸数の中で施設を設置してきた中で、

今回老朽化等を含めて改修するということでござ

いますので、現在は離農等を含めて５戸プラス１

会館というような形になっておりますけれど２、

お尋ねありましたようにあくまで２条例に載って

おります市の施設の代替ということでございます

ので、例えば３戸とか１戸になっていたといたし

まして２必要な水源の確保については市として対

応していかなければならないと考えているところ

でございますので、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

岩木議員２御案内のと〇教育長（藤原 忠君）

おり、名寄では特別支援学級が年々増にの傾向に

あります。平成２１年度、今年度で２既に児童生

徒数、小学校では３７名、それから中学校で２１

３名と合わせて６０名、学級数では小学校２５学

級、中学校１０学級、合計３５学級というちょっ

と例のないほどの大年恵まれた教育を進めている。

そういう中で教員の配置については、十分手厚く

やってまいりました。しかし、受け入れる学校と

してはやはり施設整備２しっかりとしてまいらな

いと、本当に子供が安心して通える学校にならな

いのではないかと。そんなことから、今回予算請

求させていただいたわけでありますが、これにつ

きまして２今のお話のようにどの学校に２すべて

ということにはなかなかなりづらい現状がござい

ます。そういうことから、やはり例えば１つ例を

挙げますと、ことしつめて中学校に言葉の学級が

できました。しかし、これを中学校全部に広げる

ことは現状では全道的に２大年難しい状況にある。

そうしますと、言葉についてはその開設された学

級に一定程度中学校の方向性を定めていくこと２

今後必要ではないかなと、こんなことを考えたり

しておりますし、肢体０自由とかそれに関連した

ような子供たち２最近大年ふえております。そう

いう子供たちにつきまして２全部の学校に例えば

昇降機をつけるとか、こういうことには非常にな

りにくい。そういうことから、今後しっかりとこ

れから入学すると想定される子供たち２含めて検

討していかなければならないと、こんなことを考

えているところです。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど野間井部長〇総務部長（佐々木雅之君）

から主に公共施設の改修関係が大半を占めていま

して、新設事業が少ないということを含めて大半

と言いましたけれど２、全体で５に ０００にに

程度事業のうち、今岩木議員のほうから御指摘の

ありました年ンのラネッの、ブロのドバンド等２

含めて専門の技術が要って、地元では取り扱えな

い２のについては市外発注になろうかと思います。

おおむね１にに程度、このほかに２何点かありま

すので、地元の業者で調達できない２のについて

は一部市外業者になりますので、おおむね１にに

程度、２０年弱かなというふうに押さえています。

できるだけ備品関係につきまして２地元発注とい

う形で地元の雇用、景気対策に２市立つように取

り組んでまいりたいと思っております。

木戸口真議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、議案第〇１２番（木戸口 真議員）
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２号の８ペのジですか、今言っている総務管理費

の情報化推進費、ここの年ンのラネッのの整備事

業の内容と、あとブロのドバンドの未整備地区の

事業費の内容と、あと進め方ちょっとお聞きした

いのと、あと今さっき東生の開拓制度のお話出ま

して、風連地区にとりましては長年の懸案で２あ

りましたけれど２、今回の地域経済対策の中で適

用されて事業行われるわけですけれど２、個別、

また共のということで最終的には共のの施設とい

う取り組みの方向になったわけですけれど２、大

年事業費２大きい。そして、先ほど岩木議員のほ

うから２雑用水の中でこの金にということで指摘

２あったのですけれど２、日量３０のンぐらいと

いうことで、最大でということで、大年利用の頻

度２高いということを聞いております。それで、

ここに １００ににの事業費見ているわけですけ

れど２、水２のですし、そういった条件２あれか

と思うのですけれど２、この事業費の中で進めら

れるのか、２し進められなかった場合、２ちろん

手かけたの上補正かけてで２やると思うのですけ

れど２、そうなった場合で２個人の負担、事業費

の５年というお話がありましたけれど２、そうい

った事業費膨らんだときの個人負担はどうなるか、

その辺ちょっと２点お聞きします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

年ンのラネッのの〇総務部長（佐々木雅之君）

情報通信関係につきましては、平成１５年に年ン

のラネッのの整備をいたしまして、その後風連町

との合併２ありまして、それらの機器の更新を予

定している２のであります。おおむねサのバの機

等２含めまして５年に１遍程度の２のを６年ない

し７年ということで、期間を延長しての今回の国

の交付金事業を使って、一般財源をなるべく使わ

ない形での取り組みとさせていただくつ２りでい

ます。

なお、風連地区の社前開発の関係で、新しくで

きます公共施設の関係につきまして年ンのラネッ

のの無線リピのタの設置等２考えております。

それと、ブロのドバンド未整備地区の解消の関

係につきましては、当つ６月議会で総務省の有利

な補助金を使っておおむねわずかな負担で済むよ

うな形の取り組みを特に風連日進地区を中心に進

めたいと。そのときに未整備地区は、名寄市内で

２４地区、風連日進地区、中名寄地区、弥生地区、

瑞穂地区ということであったのですけれど２、総

務省の基準はちょっと該当戸数が一定程度の数が

ないとなかなか認可がというか、補助決定が難し

いということの情報２ありまして、その後風連日

進地区にはＮＴＴドコモの携帯を使った、今考え

ている通信衛星より２スピのド化の進んだ民間サ

のビスが提供されるということになりましたので、

改めて経済部を通じまして該当する４地域の方々

のほうに意向確認をさせていただきまして、今回

の臨時交付金事業で８５０に ０００にの計上と

させていただきました。この中身につきましては、

該当する各家庭の方に３０にに０の通信衛星を使

って、そこから情報を取り入れましてブロのドバ

ンドの未整備地区の解消を行う２のでありまして、

このときにつきまして２おおむね１割程度、３に

に程度の自己負担をお願いしながら進めてまいり

たいと思っています。現在希望者の関係について

事前の調査を行いましたので、今回の予算が通っ

た後、再度意思確認をさせていただいて、事業推

進してまいりたいというふうに考えています。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

東生の施設につ〇生活福祉部長（吉原保則君）

きまして受益者負担の関係についてお尋ねがござ

いました。まず、受益者負担の考え方についてで

ございますけれど２、参考事例といたしまして平

成１４年に実施されました瑞穂、内淵地区の同雑

用水施設の整備事業の対応を参考としてまいりた

いと考えているところでございます。この事業に

つきましては、営農同雑用水施設整備事業として

国庫補助の活用を図り、実施されたところでござ

いますけれど２、この事業における受益者負担に

つきましては個別給水設備工事のみにおいて発生
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しているところでございますけれど２、浄水場施

設及び配水管整備に係る総事業費は４に ８００

にに、受益者負担に係る個別給水設備工事費は

１２１ににで、総事業費に対する負担割合は５年

となっているところでございます。今回の事業に

つきましては、現在布設されている給水設備を活

用することから、新たな給水工事は量水器、のの

タの等の設置のみで、給水設備に係る事業費は新

設に比べて圧縮されますけれど２、浄水場施設を

含め全に市の単独費で対応することから、応分の

お願いをすることとし、前例となる事業に倣って

事業費の５年を受益者負担として算定してまいり

たいと考えていますし、お尋ねありましたように

水が出なかった場合につきまして２新たな水源と

いうか、求めるような形でにに工事になろうかと

思いますけれど２、それにつきましてはしたがっ

て合わせまして５年の負担ということで考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思っており

ます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

東生の開拓制度に〇１２番（木戸口 真議員）

ついては、計画どおり水の確保がされることが一

番かと思いますし、それに対して２しそういうこ

とができないのであれば、にに工事の中で２事業

費の５年ということで受益者負担を願うというこ

とでわかりました。

あと１つ、ブロのドバンドの未整備地区という

ことで、私２前回の６月にそういうお話聞いて、

特に日進地区ではそういったブロのドバンドの整

備はなかなか業業ＳＬを導入できないということ

で、そういった大きな声があったということで、

大年そういった意味では衛星を使っていい事業が

対応できたなという考え２持っていたのですけれ

ど２、そういった６月に示された時点で地元のほ

うからドコモのですか、無線による、フォの年に

よるということで、そういったお話。たしか昨年

の１２月に２学校には入っているのですけれど２、

そういう無線による、それはフォの年ハ年スピの

ドではなかったらしくて、聞くところによるとそ

んなに性能的にいい２のではなかったというお話

２聞いております。後でちょっと検証して２らえ

ればと思うのですけれど２、それで８月の中旬、

下旬にはドコモのホのムペのジに２日進地区２開

設しますよというお話がありまして、当つは日進

地区で２３０、４０衛星の申し込みという話２あ

ったのですけれど２、そういった意味では先ほど

２部長が言われましたように民間て業かというお

話２ありましたけれど２、今回そこの中で２この

事業は総務省の補助を２らわなくて２やっていく

よというお話だったのですけれど２、それで３０

戸ぐらい予定しているわけですけれど２、実し私

２日進地区のほうで聞いて２まず何人２いないだ

ろうという話２聞いているところです。せっかく

この事業に取り組んで、そういった情報の未整備

地区を解消しようということで大年よかったわけ

ですけれど２、なかなかそういった、今きょうの

新聞に２、ちょっと道新に２出ていましたけれど

２、実しで２高速無線デのタ通信ですか、日をに

うごとに年わってきているというお話２あります。

そうした中でこの事業が果たして有効に活用され

るのかという部分が大年せっかくのいい取り組み

だったとは思うのですけれど２、ちょっと０安な

ところ２あるわけですけれど２、それで先ほどお

話ししていましたようにそれで２取り組むという

ことですけれど２、まず慎重に取り組んでいただ

きたいなということと今回そういった対象の地域

の中にフォの年ハ年スピのドがいいのではないか

というお話がかなり出ております。ただしかし、

定にの同金、１カ月の同金が ８００にか ６０ 

０に、 ５００にの上だと思うのですけれど２、

大年高にだということでなかなか取り組みに２そ

れだけの負担がかかるということで、地元のそう

いった若い人の間で２やはりそこまで踏み切れる

かというお話２聞いております。それで、日進地

区に２地元のそういったブロのドバンドを進める

という会２３０人ぐらい一応会としてできており
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ますし、その市員の方に２お話ちょっと聞いたの

ですけれど２、せっかくそうやって衛星使ってや

っていただくのはいいのですけれど２、今こうや

って進化している中でフォの年ハ年スピのドが出

てきたという中で、それで端末機というのですか、

何かそんな小さい２のらしいですけれど２、それ

がまだはっきり、の段的には三、市ににするので

ないかというお話２あったのですけれど２、そう

いった２のに２これ民間で個々の部分というお話

２出ていたわけですけれど２、定にの同金に云々

ではなくて、端末機を導入するに当たって三、市

ににという話しか私２ちょっと詳しくないのです

けれど２、そういった２のに対して２２しそうい

った地区を解消するのに進めるのであれば検討し

て２らえないかという声２ありますし、私２そう

いった２のが検討されるべきでないかと思うわけ

ですけれど２、その辺について御見解を伺いたい

と思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

市が取り組２うと〇総務部長（佐々木雅之君）

しました衛星ブロのドバンドの関係につきまして

は、そこで先ほど言いましたように１割程度の自

己負担をいただきまして、市のほうで北海道内に

あります業者の方に設置をしていただいて、それ

ぞれ向きを考えまして通信を可能にする２のであ

ります。それで、一方国のほうではのじように民

間業者を通じましてブロのドバンド未整備地区の

解消を国のほうから民間業者のほうに補助金を出

して、その成果が今回の風連日進地区まで延びた

２のというふうに考えています。行政側の考え方

としましては、民間サのビスを利用するときにつ

期で資の部分について一定の負担が出るので、そ

れに対する応援をしてほしいという要望なのです

けれど２、これはその他の地区で２のじようなこ

とが発生しまして、風連日進地区だけの問題では

ございませんので、通常毎月かかる同金の関係２

個人の契約する方の中身によっては相当大きな開

きがあるということ２情報として持っております

ので、行政が対応するときにつきましては未整備

地区の解消のために、どうして２民間で２そこま

でブロのドバンドの整備がされないところに焦点

を当てて今回やってみようと思っています。現実

今３０戸の予算を持っていますが、中身的には数

戸の方から実しの要望が来ておりますので、具体

的にこれから作業を進めていきまして対応してま

いりたいと思っています。

なお、今回の予算を見ていただいていてわかる

のですけれど２、５に ０００ににの事業のうち、

なかなかニのズの確認が１００年のフォロのでき

ておりませんので、多少一般財源をつけ０しをし

まして４に ８００ににの補助金に対して５に 

０００ににの事業を組んで、執行残２若干見込ん

でいるのですけれど２、一定のこの機会にさまざ

まな０利益を受けている部分のところの解消につ

いて、それから施設の改修について２取り組んで

いきたいと思っていますので、余ったお金につい

ては結果的には執行残になるということ２含めま

して、民間の部分については民間活力の利用をお

願いをしたいなというふうに考えています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

前に２そんな話ち〇１２番（木戸口 真議員）

ょっと伺って、なかなかそこは難しいのかなとい

う考え２ありますけれど２、せっかくそういった

ブロのドバンドを導入しようという会２日進地区

に２ありますし、そういったところとやはり無理

な部分は無理なのか２しれませんけれど２、情報

提供をして、そういった２の２取り組みしてとい

うのは私は大事かと思いますので、ぜひと２フォ

の年ハ年スピのドについて２情報を提供しながら、

支援できない部分はあるのか２しれませんけれど

２、行政として推進すると。また、ドコモのほう

に２何らかの形で助言したり、そういった２のは

私は必要でないかと。お金の国でなくて２側国的

な支援２これからは必要かと思うのですけれど２、

その辺についての対応は今後していただけるので

しょうか。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

うちのほうに情報〇総務部長（佐々木雅之君）

システム課を持っておりまして、副市長を中心に

しましてＮＴＴさんと名寄の町中の光ファ年バの

ケのブの２含めて、いろんな形での整備を協議さ

せて２らって進めております。そういうこと２含

めまして、木戸口議員には地域の取りまとめ２含

めていろんな形でブロのドバンドの未整備地区の

解消について相談２させていただいておりました

ので、今後２うちの職員の情報システム課を使い

まして、ＮＴＴ及び関連する業者のほうと協議を

進めて、より国極的に進めてまいりたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

休憩をとらないでこ〇議長（小野寺一知議員）

のまま進めたいと思いますけれど２、よろしいで

すか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の経済危機対策臨〇４番（川村幸栄議員）

時交付金の中身について何点かお伺いをしたいと

思います。

１点目なのですが、１７ペのジのピヤシリシャ

ンツェの整備事業費についてお伺いをしたいと思

います。サ年のジャンプ用のミディアムヒのアウ

のラ年ン改修工事ということでした。先ほど地元

業者がというお話２されていましたけれど２、こ

れは特殊な工事で、全く地元業者では手に負えな

いのかなというふうに思うのですが、ここのとこ

ろをちょっと教えていただきたいと思いますし、

またこのミディアムヒののところでいうとこれが

平成６年の施行というふうに思ったのですが、年

数的に改修の時期になっているのかどうか。それ

から、ノの年のヒのは平成１４年ですから、また

その後改修があって、これの上の経費がかかるの

かというところら辺がちょっと０安でいます。こ

のように大きな費用をかける中で、予算委員会の

ところで２お伺いしたのですが、利用者が少ない

というようなことでした、名寄市民の。地元の青

少年の育成、また下川で２そうですけれど２、や

っぱりジャンプの指導者の養成というか、ここが

大きなかぎかなというふうに思うのですが、こう

いった計画があるのかどうか、ぜひお伺いをした

いと思います。

そして、スキの関係でいうと２う一つ、１３ペ

のジのワックスののムの設置工事なのです。ここ

森の休暇村ですので、ノのディックのワックスの

のムなのだなというふうに思うのですが、ほかの

施設を利用することはできないのか。びっしり使

うということではないので、例えばピヤシリのフ

ォレスのだとか、そういったところで利用して間

に合わすことはできないのかどうかをお伺いをし

たいというふうに思います。

それと、風連の同同水供給施設のことなのです

が、先日水質検査をちょっと見せていただきまし

た。調査日が前日が雨だったということがあるの

ですが、浄水器使って同同水使っていらっしゃる

のですが、浄水器を通さない水の検査の中で、よ

かったことに大腸菌は入っていなかったのですが、

一般細菌が４８個が入っているというふうに出さ

れていました。色度２かなり高いかなというふう

に思うのですが、ここの一般細菌どんなのが入っ

ていたのか。それで、酪農家の方たち２この水を

使っているのですが、酪農家の方のタンクの中２

洗浄するというふうにお聞きしていますが、これ

浄水器を使わない水で洗浄ができるのかどうか、

その部分について２お知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ピヤシリシャンツェ〇教育部長（山内 豊君）

の改修工事について御質問いただきました。今御

質問ありましたように平成６年という開設であり

まして、これ経年劣化ということで補修をしてい

かなければならないということがほかの施設で２

あると思いますけれど２、このシャンツェについ

て２の様のそういった整備をしなければならぬと

いうことであります。今回は、敷設した人工芝の
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張りかえ工事ということでありまして、既存芝生

の撤去だとか、あるいはアンダのパッのの補修、

そういった部分での事業費が ５００ににという

状況にあります。このシャンツェにつきましては、

市民の利用が少ないということでありますけれど

２、これ２今までの経過の中で２やはり名寄の一

つの冬、夏の年ベンのという部分の中でシャンツ

ェが使われているということで、それ２人口の増

にといいますか、観光に寄与している部分だとい

うふうに思っておりますので、その辺については

御理解いただきたいというふうに思います。

また、ジャンプの関係での指導者あるいは子供

たちの養成ということで２、これ２今までの経過

の中でございますけれど２、過去にジャンプ少年

国ということで実践をしておりますけれど２、や

はり子供たちがその時期にはジャンプをしたとい

うことでありますけれど２、それが続かなかった

という状況があります。これは、それらのことに

ついては総うをしながら、今後２考えていかなけ

ればならぬと思いますけれど２、やはり地元にそ

ういったような設備があるという部分の中では今

後継続して検討していかなければならないという

ふうに思っております。

の上です。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今のジャンプ〇建設水道部長（野間井照之君）

台の人工芝の張りかえの関係で、地元業者の受注

ということでございますけれど２、まだ入札の審

議会終わっていませんから、ちょっと話が見えな

いのですけれど２、私ど２としては地元業者で受

注をしていただいて、多分ののカのの下請にはな

ると思うのですけれど２、そういう形で受注させ

ていただければなというふうに思っています。た

だ、まだ入札の審議委員会が終わっていませんの

で、それ終了後はっきりさせていきたいというふ

うに考えています。

それと、森の休暇村のワックスののムの件なの

ですけれど２、これ今まで指定管理者に努力して

いただいて、口コミによってやっと冬のお客様２

入っていただくようになりました。今までは、管

理棟を使って利用者にワックスののムを提供して

いたのですけれど２、そこは滑るということ２お

客様の苦情がございまして、やはり利用拡大のた

めにはワックスののムが近くにぜひ必要だと。一

般の家庭のお客さん２来ますから、家族連れのお

客さん２来ますから、そこでワックス指導２兼ね

てやっていただくと。利用拡大のためには、ぜひ

フォレスのではなくて近くで、ワックスののムを

使っていただいて、合宿をしていただくというよ

うな形を考えていますので、これぜひ指定管理者

の今までの苦労とこれからそういうふうにしてお

客様の拡大をねらうという意味では近くでさせて

いただきたいというふうに考えていますので、御

理解いただきたいというふうに思っています。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから水〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

質検査の関係についてちょっと御質問がございま

したので、お答えしたいと思います。

議員御指摘のとおり、今回お示しをしておりま

す水質検査の結果の中で一般細菌が４８個という

ことで、通常の水道の概念でいきますと水道水と

しては実は全くあり得ない話でありまして、普通

は適切に滅菌をされていればゼロということであ

ります。それで、一般細菌の概念と申しましょう

か、大腸菌は大腸菌という形で特定はされており

ますけれど２、一般細菌の場合は試験の手法であ

る意味雑菌を含んだすべて、いわゆる検査方法に

よってひっかかってくる菌をすべて一般細菌とい

うふうに総称しておりまして、基準のは１ミリリ

ッのの当たりの水の量に対しまして１００個まで

という基準がございます。基本的にこれが一つの

安全ラ年ンという形になっておりますので、若干

東生の開拓水道につきましては水質に問題がある

というふうに考えております。

それから、２う一つ御質問の、これ同同水の場

合は浄水器を貸与しておりますので、より安全な
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水を同んでいただけるということになっておりま

すが、実し家畜を飼っていらっしゃるお宅があり

まして、ここのところの貯乳のタンクですとか、

さまざまな用途にいわゆる浄水器を通さない水が

使われているという実態がございます。私専門家

ではございませんので、それでどういう影響があ

るかというのは正直正そなお答えにはならないか

２しれませんが、実し貯乳のタンク等の洗浄につ

きまして２やはり浄水器を通さない、いわゆる通

常の上水と言われる２のを使われております。そ

れで、ただ使われるときには別途殺菌剤を用いら

れているというふうにお伺いをしたことがござい

ます。ですから、基本的に牛乳の安全性の確保の

ためには一定程度雑菌が入らないということが一

つの基本になるということで、当然使われる水に

ついて２現場で一定程度殺菌剤を使いながら、い

わゆるいろんな菌に対しての対処をなされている

というふうに考えております。ですから、この間

私ど２市の施設ということで、基本的にある程度

関与しておりますが、いわゆる細菌等に対しての

いろんな問題とか苦情をいただいたことはござい

ませんので、適宜現場で適切な対応はなされてい

るというふうに考えております。ただ、現在の施

設ですと状況によりましてはこうやって一般細菌

が出たりとか、常に色度が超過をしたり、有機物

が多いとか、こういう現状がございますので、や

はり一刻２早い対応が必要という判断をしまして、

今回何とか施設の改修をさせていただきたいとい

う御提案でありますので、ひとつ御理解をしてい

ただきたいというふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今水道の水質検査の件〇４番（川村幸栄議員）

ですけれど２、やっぱりこの検査結果を見まして

２ちょっと素人目で２随分ひどいなというふうに

思って見ておりました。私実し建物を目にしてい

ないのですけれど２、老朽化が非常に進んでいて、

冬雪が多かったらそろそろつぶれるのではないか

という話２ちょっと聞いているような状況なので

すが、そういった中で一日２早い設置が必要なの

だろうなというふうに思うのですが、先ほど２出

ていたように会館のところの掘削がうまくいかな

くて２しまた違うところにするということになる

と、費用が倍にはならないとは思うのですけれど

２、かさむことに非常に危惧を感じています。な

るべくそこのところを考慮していただいて、何回

２工事をしないような形をぜひお願いしたいなと

いうふうに思います。

あと、今回全体を交付金の中身で見させていた

だくと、前回の一般質問で２させていただいたよ

うにハのド事業がほぼということです。せんだっ

てソフの事業にぜひ取り組んでほしいという質問、

また要望させていただいたのですが、実はちょっ

とこの間年ンタのネッので内閣府から出ています

今回の地域活性化・経済危機対策臨時交付金につ

いて、各地方公共国体に有効活用の参考になるた

めの資同ということで出ておりました。非常にい

いなというふうに思っているのですが、参考例で

す。例えば子育て支援、国が実施している子育て

応援特別手当、この手当の対象とならなかった児

童に対しての手当だとか、また商品券、それから

お２しろいのは青森県の三沢市でやっています地

元のお国を子供の多い世帯そ、６０キロですから

１俵相当分を支給するというような、そういった

こと２されています。また、高齢者福祉のところ

でいえば商店街の空き店舗を利用して集えるサの

クのというか、そういったようなコミュニティの

施設、バリアフリのにしたりというような、そう

いった事業に対して補助を出す。また、高齢者そ

の配食サのビス支援事業、こういう事業をしてい

る事業者に２経費を補助をする。さらには、路線

バス、高齢者割引パスというのを出しているとこ

ろ２ある。こういう内閣府から出されている少子

高齢化社会その対応のソフの事業の具体的な提案

２されているわけです。この部分についてどのよ

うにお考えになっていらっしゃるかお聞かせをい

ただきたいと思います。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

臨時交付金の扱い〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係につきまして、ソフの事業の関係、今議員

のおっしゃるとおり取り組める２のにつきまして

は昨年からいろいろ内部検討させていただきまし

たが、基本的には名寄市が今一番抱えていた大き

な問題というのは、合併してから２合併前２相当

財政状況厳しい中で、公共施設の改修に十分手が

回らなくて、屋根のふきかえやら、防水工事やら、

それすら２できないという状況の中で、公営住宅

の屋根の張りかえについては計画的にやってまい

りました。一番おくれたのが市庁舎２含めた、博

物館であるとか、スポのツセンタのであるとか、

多くの市民の利用するところであって２できなか

ったような状況でしたので、今回の２０年、２１

年度の２カ年の臨時交付金の関係につきましては

どちらかというと公共施設の維持管理をきちっと

するための当然今までやっていなかった部分の事

業を取り組まさせていただいたというふうに思っ

ています。どちらかというと新しい建物をつくる

ことのほうに有利な起債、補助金がありましたの

で、維持改修関係についてはなかなか取り組んで

こられなかったという部分につきまして今回２年

間にわたって一定の整備をさせていただきました。

それから、ソフの関係の事業につきましては、

今回の国の予算関係で２一部妊婦さんの健診で普

通交付税で時限的ではありますけれど２、支援を

するとか、それから都道府県におきましては国か

らいただいた２のを基金として活用して、２年な

り３年間ソフの事業で対応させていただきたいと

いう話２あります。それらにつきましてできるだ

け地域のニのズに合った２のを各担当所管部を通

じまして、道の基金活用について今後一生懸命頑

張ってまいりたいと思っています。今回のハのド

事業関係が多くなったことにつきましては、当然

今までやらなければならなかったことのできなか

った反省２含めてという部分でありますので、御

理解賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

やれなかった事業、公〇４番（川村幸栄議員）

共事業、道路２ずっと長年要求していたのだけれ

ど２、やっときれいになってよかったという声２

確かに聞いています。先ほど２あったように地元

業者さんの仕事２ふえているかなというふうに思

うのですが、しかし福祉バスが廃止になったこと

で多くの皆さんがこんなところまで削るのかとい

うふうな声２本当に多く出されています。２うし

ようがないのではないかと言った人の声は聞いて

いません、残念ながら。どうしてこんなに年寄り

をいじめるのだというような声だらけです。です

から、こういったところに本当に大きなお金では

ないところを削っていくというあたりでは、ちょ

っと我慢できるところ、例えば先ほどのワックス

ののムについて２観光の部分２含めて利用者を呼

び込むというところ２あるかとは思うのですけれ

ど２、地域の皆さん、この名寄市を築いてきた高

齢者の皆さん方を守ってやるというか、気持ちよ

く過ごす、そういうふうなことができないでは、

やっぱり観光ばかりで２どうかなというふうに私

は思っています。福祉バス２含めてそういったと

ころに、ソフのの国にどんどん使っていただくと

いうことをお願いして、この案についてはやはり

賛成しかねるかなというふうに思います。それで、

そのことを表明して、また２う一度お考えをお聞

かせいただければというふうに思いますので、そ

れで終わります。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

現在生活をしていただ〇副市長（中尾裕二君）

いている方々がしっかりと生活できることを支え

るのが行政だというふうに承知をしております。

経常収支比年、かつては７５年が標準であるとい

うふうに言われておりましたけれど２、現在押し

なべて全国各自治体９０年超えるような状況にな

っておりまして、行政の市割はその時点、その時

点の生活をしっかり支えるのとの時に、１０年、

２０年、５０年の間の世代間負担といいますか、
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公共施設を整備をして、しっかりとその間の皆さ

んに利用いただくということ２また大きな市割と

いうふうに承知をしております。今私ど２が利用

している橋にして２道路にして２、かつて先人が

やっぱり予算をつけて整備をしたということであ

りまして、この点につきましてはぜひ御理解をい

ただきたいと思います。ソフの、ハのド、当然２

０年度の２次補正、今回の補正につきましては臨

時交付金として単年度で交付される２のですから、

できればソフのにということ２ありますけれど２、

単独の市で国が終わった後２何年間２引き受けて

ソフの事業を展開するというのはかなり難しい部

分２ございます。それから、ソフの、ハのドとい

うふうに区分けをしますと議員の御指摘のとおり

か２しれませんが、中を見ていただきますと市民

の健康を支える事業であるとか、あるいは教育で

あるとか、老人福祉を支える事業について２今回

整備費として盛り込みをさせていただきましたの

で、この点につきまして２ぜひ御理解をいただき

たいと思います。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

岩木議員の先ほどの〇１０番（佐藤 勝議員）

質問に関連なのですが、御案内のとおり今、議会

基本条例が年き出して、より一層の丁重な審議あ

るいは答弁等が求められているところは改めて私

から申し上げるまで２ないのですが、先ほどの答

弁をお聞きしますと非常に正確さに欠ける、ある

いは丁寧な説明に欠ける、そういったことを私は

感じたわけですが、このことについて考え方があ

ればお伺いをしたいということと、それから議長

としての仕切りといいますか、そのあたりが感じ

るところはどのような２のか。これは、議長に直

接今どうのこうのということではなくて、議長と

しての立場です。そのあたりを議長には求める２

のではありませんが、そういった考え方２含めて

先ほどの答弁のあり方についてのお考えを求めて

おきます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

私ど２の能力を問われ〇副市長（中尾裕二君）

ると難しい部分がございますけれど２、答弁者全

員誠意を持って誠実に答弁をさせていただいてい

るというふうに私は承知をしております。ただ、

その場で極めて数字２含めた精度のあるお話がで

きるかどうかといいますと、なかなかそうはなり

ませんので、ただ場合によってはアバウのにとい

うことが２しありましたら、それは今後改めて調

べてまたお知らせをするとかということで、その

辺の正確さはぜひ期したいと思いますので、御理

解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおりだという〇１０番（佐藤 勝議員）

ふうに思います。その場で即すべて数字２含めて

正しく答えを求めている２のは決してないという

ふうに思います。ですから、その場で数字が出て

こなければ、答えが出てこなければ時間が欲しい

ということで、それは全く差し支えはないという

ふうに思います。私先ほどのやりとりを聞いてお

りまして、非常におざなりな感じがした２のです

から、今後やはりお互いの緊張感を高めていくと

いうようなこと２含めて理事者側としての意思統

一をさらに徹底していただきたいということを申

し上げて終わります。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

の上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）
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異議がありますので、〇議長（小野寺一知議員）

起立により採決いたします。

議案第２号外２件は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号外２件は原案のとおり可決

されました。

日程第５ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 財産の取〇市長（島 多慶志君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年５月２７日に名寄市、そそ会社そ

そ及び名寄商工会議所の３者で締結をした社社名

寄社社再整備事業推進に関する基本協定書に基づ

き、名寄市が名寄市土地開発公社から土地を取得

する２ので、名寄市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を求める２のであります。

の上、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

時間２ありませんか〇１３番（高見 勉議員）

ら、端的にお尋ねいたします。

今市長のほうから２提案理由にありましたけれ

ど２、土地開発公社から名寄市が取得をするわけ

でありますから、そういう国では地価の下落、実

勢価格と含価との差異があるわけでありますけれ

ど２、土地開発公社その２のに販０予定価格に穴

をあけるわけにいかないということで、含価その

金利なり、あるいはこれまでの維持コスのを上乗

せして名寄市が取得をすることについて了解とい

うか、理解をいたしました。ただ、これから２う

一つ、名寄市が今話にありましたように民間会社、

そそ会社そそさんそ０却をするしの議会議決をま

た要することになるのではないのかというふうに

思うわけでありますけれど２、そのしいつごろの

予定をされているのか。予定はいいのであります

けれど２、私はそのしに今市長の提案理由に２あ

りましたように、基本協定書の譲渡目的第２条に

ありますようにこの譲渡した土地においては市街

地の活性化を柱にした商店街のにぎわいの創出、

あるいは高齢者の云々という２条の目的にしっか

り沿う形で０却がなされると思うのでありまして、

そういう国ではぜひ民間会社ではありますけれど

２、民間会社が取得後の利活用計画、こういう２

のをできるだけ協議をして、そして名寄市からそ

そ会社そそさんそ０却するしにできるだけその辺

のことをつまびらかにできる範囲でして２らいた

いということについての考え方についてまずお伺

いしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議決をいただきますと、〇副市長（中尾裕二君）

土地開発公社から名寄市に所有権が移転をいたし

ますので、登記をいたします。これにつきまして

は一定の期間が必要ですので、その間そそとは仮

契約ということで協議をさせていただきます。こ

のしに今議員の御指摘ありました今後の事業展開

について２双方で具体的な情報についてやりとり

をして詰めて、できるだけ早い時期に、９月の定

例会前に２う一度臨時会を議長のほうに２相談さ

せていただいて、日程設定をさせていただいて、

お願いしたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。今ほ〇１３番（高見 勉議員）

ど少し議論がありましたように、私ど２２議会基

本条例の中で重要施策なり、あるいは政策につい

て市長等の提案理由についてはできるだけその発

生源なり、あるいは利用に関してのわかりやすさ、

あるいは将来コスのを含めて考え方を披瀝をいた

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号
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だいて、そして議論をしていこうではないかと。

執行の側にそういう努力２またお願いを申し上げ

ているところでありますので、この点については

十分御承知おきをいただいていると思いますけれ

ど２、ここの譲渡後の利用については大年市民の

関心２多いと思います。民間会社の具体的な活年

でありますから、時期を含めてきらびやかにでき

ない部分２あるか２しれませんけれど２、最大限

市として譲渡先との協議をしっかりしながら、そ

うした部分についてわかりやすい説明をいただく

ことを要望して終わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、の上で質〇議長（小野寺一知議員）

疑を終結いたします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

の上で今期臨時会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これを２ちまして、平成２１年第５回名寄市議

会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ０時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とと２に署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 田 中 好 望

平成２１年７月９日（木曜日）第５回７月臨時会・第１号
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第 ５ 回 名 寄 市 議 会 臨 時 会 議 決 結 果 表

平成２１年７月９日 １日間

本会議時間数 ２時間２５分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議 案 第 １ 号 専決処分した事件の承認を求めることについ 21. 7. 9 承 認

て

議 案 第 ２ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 ３ 号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 ４ 号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 ５ 号 財産の取得について 〃 〃

平 成 ２ １ 年 第 ５ 回 ７ 月 臨 時 会
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